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第１条 総則 

(１) 発注者と受注者とは、おのおの対等な立場において、

日本国の法令を遵守して互いに協力し、信義を守り、

契約書、この工事請負契約約款（以下「約款」とい

う。）に基づいて、誠実にこの契約（以下「本契約」

といい、実施する工事を「本件リフォーム工事」とい

う。）を履行する。 

(２) この約款は、リフォーム工事（建築基準法上の建築確

認申請が必要な工事、及び建築士法上の建築士による

設計又は工事監理が必要な工事を除く。）を対象に使

用されるものである。 

(３) 本契約は、発注者の要望事項を受けて、受注者が作成

した資料のうち、発注者が書面で承諾したもの（以下

「合意資料」という。）に基づき、受注者は工事を完

了し、発注者は、工事請負代金の支払いを完了するも

のとする。 

(４) この約款の各条項に基づく協議、承諾、承認、確認、

指示、請求等は、この約款に定めるもののほか、原則

として、書面により行う。 

第１条 総則 

(１) 発注者と受注者とは、おのおの対等な立場において、日

本国の法令を遵守して互いに協力し、信義を守り、契約

書、この工事請負契約約款（以下「本約款」という。）

に基づいて、誠実にこの契約（以下「本契約」といい、

実施する工事を「本件リフォーム工事」という。）を履

行する。 

(２) 本約款は、リフォーム工事（建築基準法上の建築確認申

請が必要な工事、及び建築士法上の建築士による設計又

は工事監理が必要な工事を除く。）を対象に使用される

ものである。 

(３) 本契約は、発注者の要望事項を受けて、受注者が作成し

た資料のうち、発注者が書面で承諾したもの（以下「合

意資料」という。）に基づき、受注者は工事を完了し、

発注者は、工事請負代金の支払いを完了するものとす

る。 

(４) 本約款の各条項に基づく協議、承諾、承認、確認、通

知、指示、催告、請求等は、原則として、書面により行

う。 

第２条 権利、義務の譲渡などの禁止 

発注者及び受注者は、相手方の書面による承諾を得なけれ

ば、本契約から生ずる権利又は義務を第三者に譲渡するこ

と、又は承継させることはできない。 

第２条 権利、義務の譲渡などの禁止 

発注者及び受注者は、相手方の書面による承諾を得なけれ

ば、本契約から生ずる権利又は義務を第三者に譲渡するこ

と、又は承継させることはできない。 

第３条 一括下請負・一括委任の禁止 

あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合を除き、受

注者は、工事の全部又は大部分を一括して、第三者に委任

又は請け負わせることができない。 

第３条 一括下請負・一括委任の禁止 

受注者は、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合を

除き、工事の全部又は大部分を一括して、第三者に委任又は請

け負わせることができない。 

 

 第３条の2 秘密の保持 

発注者及び受注者は、別段の合意をする場合を除き、本契約

に関して、相手方から提供を受けた秘密情報を、正当な理由

なく第三者に開示又は漏洩してはならず、かつ本契約の履行

以外の目的に使用してはならない。 

 

第４条 発注者が委託するアドバイザー 

発注者は、建築士等の第三者（以下「アドバイザー」とい

う。）に本件リフォーム工事に関係するアドバイザー業務

等を委託する場合は、あらかじめ書面をもって、以下の項

目につき受注者に通知する。 

ａ アドバイザーの氏名又は名称及び住所 

ｂ アドバイザーの資格等 

ｃ アドバイザーに委託した内容 

第４条 発注者が委託するアドバイザー 

発注者は、建築士等の第三者（以下「アドバイザー」とい

う。）に本件リフォーム工事に関係するアドバイザー業務等

を委託する場合は、あらかじめ書面をもって、以下の項目に

つき受注者に通知する。 

ａ アドバイザーの氏名又は名称及び住所 

ｂ アドバイザーの資格等 

ｃ アドバイザーに委託した内容 

第５条工程表 

受注者は、本契約を締結したのち速やかに工程表を発注者

に提出する。 

第５条工程表 

受注者は、本契約を締結したのち速やかに工程表を発注者に

提出する。 

 

第６条 技術者など 第６条 技術者など 
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(１) 受注者が建設業許可を受けた建設業者の場合、建設

業法第26条第１項に規定する主任技術者を定め、書

面をもってその氏名を発注者に通知する。 

(２) 受注者が建設業許可を受けずに建設業を営む者であ

る場合、受注者は、工事担当者を指名し、書面をも

ってその氏名を発注者に通知する。 

（１）受注者が建設業許可を受けた建設業者の場合、建設業

法第26条第１項に規定する主任技術者を定め、書面を

もってその氏名を発注者に通知する。 

（２）受注者が建設業許可を受けずに建設業を営む者である

場合、受注者は、工事担当者を指名し、書面をもってその

氏名を発注者に通知する。 

第７条 工事材料等、支給材料等 

(１) 工事材料又は建築設備の機器等（以下あわせて「工事

材料等」という。）の品質について発注者の指示がな

く、合意資料で明示されていない場合、受注者は、法

令等により定められたもの、及びその他の場合におい

ては中等のものを用いる。 

(２)  発注者が支給する工事材料又は建築設備の機器（以下

あわせて「支給材料等」という。）がある場合、発注

者の負担と責任において支給する。ただし、受注者

は、これを使用することが適当でないと認めたものが

あるときは、直ちにその旨を発注者に通知する。 

第７条 工事材料等、支給材料等 

（１）工事材料又は建築設備の機器等（以下あわせて「工事

材料等」という。）の品質について発注者の指示がな

く、合意資料で明示されていない場合、受注者は、法

令等により定められたもの、及びその他の場合におい

ては中等のものを用いる。 

 （２）発注者が支給する工事材料又は建築設備の機器（以下あ

わせて「支給材料等」という。）がある場合、発注者の負

担と責任において支給する。ただし、受注者は、これを使

用することが適当でないと認めたものがあるときは、直ち

にその旨を発注者に通知する。 

第８条 施工条件の変更 

(１) 受注者は、工事着手後に、受注者が善良な管理者と

しての注意を払っても発見できない事由によって合

意資料のとおりに施工することが不可能、又は不適

切と客観的に判断される場合は、直ちにその旨を発

注者に通知する。 

(２) 前項の場合、又は発注者自ら前項に当たることを知

った場合、工事の変更、工期の変更、工事請負代金

額の変更など必要な措置方法につき、発注者及び受

注者が協議して定める。 

第８条 施工条件の変更 

(１) 受注者は、工事着手後に、受注者が善良な管理者とし

ての注意を払っても発見できない事由によって合意資

料のとおりに施工することが不可能、又は不適切と客

観的に認められる場合は、受注者は、直ちにその旨を

発注者に通知する 

(２) 前項の場合、発注者又は受注者は、相手方に対し、必

要と認められる、工期の変更又は工事請負代金額の変

更を求めることができる。 

第９条 損害の防止、第三者損害 

(１) 受注者は、契約の目的物及び第三者に対する損害を

防止するため、関係法令に基づいて、工事と環境に

相応した必要な措置をとる。 

(２) 施工のために第三者に損害を及ぼしたときは、受注

者がその損害を賠償する。ただし、その損害のうち

発注者の責めに帰すべき事由により生じたものにつ

いては、発注者の負担とする。 

(３) 前項の場合、第三者との間に紛争が生じたときは、

受注者がその処理、解決にあたる。ただし、受注者

だけで解決しがたいときは、発注者は受注者に協力

する。 

第９条 損害の防止、第三者損害 

（１）受注者は、本契約の目的物及び第三者に対する損害を

防止するため、関係法令に基づいて、工事と環境に相

応した必要な措置をとる。 

（２）施工のために第三者に損害を及ぼしたときは、受注者

がその損害を賠償する。ただし、その損害のうち発注

者の責めに帰すべき事由により生じたものについて

は、発注者の負担とする。 

（３）本条（2）の場合、第三者との間に紛争が生じたときは、

受注者がその処理、解決にあたる。ただし、受注者だけ

で解決しがたいときは、発注者は受注者に協力する。 

第10条 施工について生じた損害等 

(１) 工事完了までに、契約の目的物、工事材料等、支給

材料等、その他施工について生じた損害は、受注者

の負担とし、工期は延長しない。ただし、発注者の

責めに帰すべき事由によるときは、発注者の負担と

し、受注者は、発注者に対してその理由を明示して

必要と認められる工期の延長を求めることができ

る。 

(２) 工事完了までに天災その他自然的又は人為的な事象

第10条 施工について生じた損害等 

(１) 工事完了までに、本契約の目的物、工事材料等、支給

材料等、その他施工について生じた損害は、受注者の

負担とし、工期は延長しない。ただし、発注者の責め

に帰すべき事由によるときは、発注者の負担とし、受

注者は、発注者に対してその理由を明示して必要と認

められる工期の延長を求めることができる。 

(２) 工事完了までに天災その他自然的又は人為的な事象で

あって、発注者、受注者いずれにもその責めを帰する
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であって、発注者、受注者いずれにもその責めを帰

することができない事由（以下「不可抗力」とい

う。）によって、契約の目的物、工事材料等、支給

材料等について生じた損害については、受注者が善

良な管理者としての注意をしたと認められるものは

発注者がこれを負担する。 

(３) 火災保険、建設工事保険その他損害をてん補するも

のがあるときは、それらの額を前項の発注者の負担

額から控除する。 

ことができない事由（以下「不可抗力」という。）に

よって、本契約の目的物、工事材料等又は支給材料等

について生じた損害については、受注者が善良な管理

者としての注意をしたと認められるものは発注者がこ

れを負担する。 

(３) 火災保険、建設工事保険その他損害をてん補するもの

があるときは、それらの額を本条（2）の発注者の負担

額から控除する。 

第11条 完了の確認 

(１) 受注者は、工事を完了したときは工事が合意資料の

とおりに完了していることを発注者に確認を求め、

発注者は速やかにこれに応じて受注者の立会いのも

とに確認を行う。 

(２) 発注者の確認の結果、合意資料のとおりの工事がな

されていない個所が確認されたときは、受注者は、

速やかに修補、又は改造して発注者の再確認を受け

る。 

第11条 完了の確認 

(１) 受注者は、工事を完了したときは工事が合意資料のと

おりに完了していることを発注者に確認を求め、発注

者は速やかにこれに応じて受注者の立会いのもとに確

認を行う。 

(２) 発注者の確認の結果、合意資料のとおりの工事がなさ

れていない個所が確認されたときは、受注者は、速や

かに修補、又は改造して発注者の再確認を受ける。 

第12条完了手続き、支払 

(１) 発注者、受注者間で工事が合意資料のとおりに完了

したことが確認された場合、受注者は、工事完了確

認書２通を作成の上、発注者に提出し、発注者は確

認日を記入し、記名、押印の上、１部を受注者に交

付する。 

(２) 前項の書類取り交わしと併せ、受注者は、速やかに

引渡書類（取扱い説明書、保証書等）を引渡し、発

注者は、契約書記載の期日までに工事請負代金の支

払を完了する。 

(３) 受注者は、本契約に定めるところにより、工事の完

成前に部分払いを請求することができる。 

第12条完了手続き、支払 

(１) 発注者、受注者間で工事が合意資料のとおりに完了し

たことが確認された場合、受注者は、工事完了確認書

２通を作成の上、発注者に提出し、発注者は確認日を

記入し、記名、押印の上、１部を受注者に交付する。 

(２) 本条（1）の書類取り交わしと併せ、受注者は、速やか

に引渡書類（取扱い説明書、保証書等）を引渡し、発

注者は、契約書記載の期日までに工事請負代金の支払

を完了する。 

(３) 受注者は、本契約に定めるところにより、工事の完成

前に部分払いを請求することができる。 

第13条 工事の変更、工期の変更、工事請負代金額の変更 

(１) 発注者は、必要によって、工事の内容を追加又は変

更することができる。 

(２) 発注者は、必要によって、受注者に工期の変更の協

議を求めることができる。 

(３) 受注者は、工事の内容の追加、又は変更、不可抗

力、その他正当な理由があるときは、発注者に対し

てその理由を明示して必要と認められる工期の延長

を請求することができる。 

(４) 本条（１）ないし（３）により工事の内容の追加又

は変更もしくは工期の変更があったとき、又は契約

期間内に経済事情の激変などによって工事請負代金

額が明らかに適当でないと認められるときは、発注

者、又は受注者は、相手方に対して、その理由を明

示して必要と認められる工事請負代金額の変更を求

めることができる。 

第13条 工事の変更、工期の変更、工事請負代金額の変更 

(１) 発注者は、必要によって、工事の内容を追加又は変更

することができる。 

(２) 発注者は、必要によって、受注者に工期の変更を求め

ることができる。 

(３) 受注者は、工事の内容の追加、又は変更、不可抗力、

その他正当な理由があるときは、発注者に対してその

理由を明示して必要と認められる工期の延長を請求す

ることができる。 

(４) 本条（１）ないし（３）により工事の内容の追加又は

変更もしくは工期の変更があったとき、又は契約期間

内に経済事情の激変などによって工事請負代金額が明

らかに適当でないと認められるときは、発注者、又は

受注者は、相手方に対して、その理由を明示して必要

と認められる工事請負代金額の変更を求めることがで

きる。 

(５) 発注者は、工期の変更をするときは、変更後の工期を

この工事を施工するために通常必要と認められる期間

に比して著しく短い期間としてはならない。 
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第14条履行遅滞 

(１) 受注者の責めに帰すべき事由により、工期内に工事

を完了することができないときは、契約書に別段の

定めのない限り、発注者は、受注者に対し、遅滞日

数に応じて、工事請負代金額に対し年10パーセント

の割合で計算した額の違約金を請求することができ

る。 

(２) 発注者が、工事請負代金の支払を完了しないとき、

又は前払もしくは部分払を遅滞しているときは、受

注者は、発注者に対し、遅滞日数に応じて、支払遅

滞額に対し年10パーセントの割合で計算した額の違

約金を請求することができる。 

第14条履行遅滞 

(１) 受注者の責めに帰すべき事由により、工期内に工事を

完了することができないときは、契約書に別段の定め

のない限り、発注者は、受注者に対し、遅滞日数に応

じて、工事請負代金額に対し年10パーセントの割合で

計算した額の違約金を請求することができる。 

(２) 発注者が、工事請負代金の支払を完了しないとき、又

は前払もしくは部分払を遅滞しているときは、受注者

は、発注者に対し、遅滞日数に応じて、支払遅滞額に

対し年10パーセントの割合で計算した額の違約金を請

求することができる。 

第15条瑕疵の担保 

(１) 契約の目的物に瑕疵があるときは、発注者は、受注

者に対して、相当の期間を定めて、瑕疵の修補を求

めること、又は修補に代えもしくは修補とともに損

害の賠償を求めることができる。ただし、瑕疵が重

要でなく、かつ、修補に過分の費用を要するとき

は、発注者は、修補を求めることができない。 

(２) 瑕疵担保期間は、本契約に別段の定めがある場合を

除き、工事完了日（第12条記載の工事完了確認書の

完了確認日）から１年間とする。ただし、構造耐力

上主要な部分の瑕疵（構造耐力に影響のないものを

除く）については民法第638条第１項の定めによる。 

(３) 受注者は、発見された瑕疵が次の各号の一に該当す

る場合は担保の責めを負わない。 

ａ 発注者の指示、支給材料等発注者の責めに帰すべ

き事由による場合。ただし、受注者が発注者の

指図、支給材料等の不適当なことを知りながら

これを告げなかったときはこの限りでない。 

ｂ 本件リフォーム工事範囲に属さない既存部分の劣

化等に起因する場合。 

第15条 契約不適合責任 

(１) 発注者は、引き渡された本契約の目的物が、種類又は品

質に関して本契約の内容に適合しないもの（以下「契約

不適合」という。）であるときは、受注者に対し、修補

請求、工事請負代金の減額の請求、損害賠償の請求及び

契約の解除（以下「請求等」という。）をすることがで

きる。ただし、その修補に過分の費用を要するときは、

発注者は修補を請求することができない。 

（２）発注者が請求等をすることができる期間は、本契約に別

段の定めのあるときを除き、工事完了日（第 12条記載の

工事完了確認書の完了確認日）から１年間とする。ただし、

構造耐力上主要な部分の契約不適合については、本契約の

目的物を引き渡した時から 10年又は発注者が請求等がで

きることを知った時から 5 年のいずれか早く到来する時

までとする。 

（３）本条（１）に定める工事請負代金の減額の請求について

は、発注者が相当の期間を定めて修補の催告をし、その期

間内に修補がないときに限り、発注者は、その不適合の程

度に応じて代金の減額を請求することができる。 

ただし、修補が不能であるとき、受注者が修補を拒絶する

意思を明確に表示したときのほか、発注者が本項本文の催

告をしてもなお、受注者による修補がなされる見込みがな

いことが明らかであるときは催告を要しない。 

（４）契約不適合が、次の各号の一に該当する場合は受注者は

責任を負わない。 

ａ 発注者の指示、支給材料等発注者の責めに帰すべ

き事由による場合。ただし、受注者が発注者の指

図、支給材料等の不適当なことを知りながらこれ

を告げなかったときはこの限りでない。 

ｂ 本件リフォーム工事の範囲に属さない既存部分の

劣化等に起因する場合。 

 

第16条発注者の解除権 

(１) 発注者は、必要によって、書面をもって受注者に通

知して本契約を解除することができる。この場合、

発注者は、これによって生じる受注者の損害を賠償

第16条 発注者の中止権及び催告による解除権 

(１) 発注者は、必要によって、書面をもって受注者に通知して

工事を中止し又は本契約を解除することができる。この
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する。 

(２) 次の各号の一にあたるときは、発注者は、書面をも

って受注者に通知して本契約を解除することができ

る。この場合、発注者は、受注者に損害の賠償を請

求することができる。 

ａ 正当な理由なく工期内に、受注者が工事を完了する

見込みがないと認められるとき。 

ｂ 受注者が本契約に違反し、その違反によって契約の

目的を達することができないと認められるとき。 

ｃ 受注者が支払を停止する（資金不足による手形、小

切手の不渡りを出すなど）などにより、受注者が工

事を続行することができないおそれがあると認めら

れるとき。 

ｄ 受注者が以下の一にあたるとき。 

イ．役員等（受注者が個人である場合にはその者

を、受注者が法人である場合にはその役員、又

はその支店もしくは常時建設工事の請負契約を

締結する事務所の代表者をいう。以下この号に

おいて同じ。）が暴力団員による不当な行為の

防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴

力団員（以下この号において「暴力団員」とい

う。）であると認められるとき。 

ロ．暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に

関する法律第２条第２号に規定する暴力団をい

う。以下この号において同じ。）又は暴力団員

が経営に実質的に関与していると認められると

き。 

ハ．役員等が暴力団、又は暴力団員と社会的に非難さ

れるべき関係を有していると認められるとき。 

 

 

 

場合、発注者は、これによって生じる受注者の損害を賠償

する。 

(２) 次の各号のーにあたるときは、発注者は、書面をもって受

注者に通知して工事を中止し又は書面をもって、受注者

に相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内

に履行がないときは本契約を解除することができる。た

だし、当該期間を経過した時における債務の不履行が本

契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるとき

は、この限りでない。 

a受注者が正当な理由なく、着手期日を過ぎてもこの工事

に着手しないとき。 

bこの工事が正当な理由なく工程表より著しく遅れ、工期

内又は期限後相当期間内に、受注者がこの工事を完

成する見込がないと認められるとき。 

ｃ受注者が正当な理由なく、第15条の修補を行わないと

き。 

ｄ本項a、b及びc に掲げる場合のほか、受注者が本契約

に違反したとき。 

（３）発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するとき

は、書面をもって受注者に通知し直ちに本契約を解除す

ることができる。 

ａこの工事を完成させることができないことが明らかで

あるとき。 

ｂ 受注者が本契約に違反し、その違反によって契約の目

的を達することができないと認められるとき。 

ｃ 受注者が支払を停止する（資金不足による手形、小切

手の不渡りを出すなど）等により、受注者が工事を続

行することができないおそれがあると認められると

き。 

ｄ 受注者が以下の一にあたるとき。 

イ．役員等（受注者が個人である場合にはその者を、

受注者が法人である場合にはその役員、又はその

支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する

事務所の代表者をいう。以下この号において同

じ。）が暴力団員による不当な行為の防止等に関

する法律第２条第６号に規定する暴力団員（以下

この号において「暴力団員」という。）であると

認められるとき。 

ロ．暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関

する法律第２条第２号に規定する暴力団をいう。

以下この号において同じ。）又は暴力団員が経営

に実質的に関与していると認められるとき。 

ハ．役員等が暴力団、又は暴力団員と社会的に非難され

るべき関係を有していると認められるとき。 

（４）本条（２）又は（３）の各号に定める場合が、発注者の

責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者

は、本条（２）又は（３）の規定による本契約の解除を
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することができない。 

 

第17条 受注者の解除権 

(１) 次の各号の一にあたるとき、受注者は、書面をも

って発注者に通知して本契約を解除することがで

きる。 

ａ 発注者が本契約に定めた支払い条件を遵守せ

ず、受注者の相当期間を定めた催告にもかかわらず

支払を 

しないとき。 

ｂ 不可抗力などのために受注者が施工できないと

き。 

ｃ 本項ａ、ｂのほか、発注者の責めに帰すべき事

由により工事が著しく遅延したとき。 

ｄ 発注者がこの契約に違反し、その違反によって

契約の履行ができなくなったと認められるとき。 

ｅ 発注者が以下の一にあたるとき。 

イ．役員等（発注者が個人である場合にはその者

を、発注者が法人である場合にはその役員又は

その支店もしくは営業所等の代表者をいう。以

下この号において同じ。）が暴力団員による不

当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に

規定する暴力団員（以下この号において「暴力

団員」という。）であると認められるとき。 

ロ．暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に

関する法律第２条第２号に規定する暴力団をい

う。以 

下この号において同じ。）又は暴力団員が経営に実

質的に関与していると認められるとき。 

ハ．役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難さ

れるべき関係を有していると認められるとき。 

(２) 発注者が請負代金の支払能力を欠くと認められる

ときは、受注者は、書面をもって発注者に通知し

て本 

契約を解除することができる。 

(３) 本条（１）の場合（ただし、ｂ号の場合を除

く）、受注者は、発注者に損害の賠償を請求する

ことができる。 

第17条 受注者の中止権、解除権 

(１) 次の各号のーにあたるとき、受注者は、発注者に対し、

書面をもって、相当の期間を定めて催告してもなお解消

されないときは、工事を中止し、又は本契約を解除する

ことができる。ただし、その期間を経過した時における

債務の不履行が本契約及び取引上の社会通念に照らして

軽微であるときは、この限りでない。 

ａ 発注者が本契約に定めた支払い条件を遵守しないと

き。 

ｂｃ 本項aのほか、発注者の責めに帰すべき事由により

工事が著しく遅延したとき。 

c 不可抗力などのため受注者が施工できないとき。 

(2) 本条( 1 ）における中止事由が解消したときは、受注者

は、工事を再開する。 

(3) 本条( 2 ）により工事が再開された場合、受注者は、発

注者に対してその理由を明示して必要と認められる工期

の延長を請求することができる。 

(4) 次の各号のーにあたるとき、受注者は、書面をもって発

注者に通知して直ちに本契約を解除することができる。 

a 本条( 1 ）における工事の遅延又は中止期間が2か月以

上になったとき。 

b 発注者が本契約に違反し、その違反によって契約の履行

ができなくなったと認められるとき。 

c 発注者が以下のーにあたるとき。 

イ 役員等（発注者が個人である場合にはその者を、発注

者が法人である場合にはその役員又はその支店もしくは

営業所等の代表者をいう。以下この号において同じ。）

が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2

条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団

員でなくなった日から5年を経過しない者（以下この号

において「暴力団員等」という。）であると認められる

とき。 

ロ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する

法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号

において同じ。）又は暴力団員等が経営に実質的に関与

していると認められるとき。 

ハ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難される

べき関係を有していると認められるとき。 

(5) 発注者が支払を停止する（資金不足による手形、小切手

の不渡りを出すなど）等により、発注者が工事請負代金

の支払能力を欠くおそれがあると認められるとき（以下

本項において「本件事由」という。）は、受注者は、書
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面をもって発注者に通知して工事を中止し又は本契約を

解除することができる。受注者が工事を中止した場合に

おいて、本件事由が解消したときは、本条( 2 ）及び

（ 3 ）を適用する。 

(6) 本条（ 1 )又は（ 4 ）の場合、受注者は、発注者に損

害の賠償を請求することができる。 

（7）本条（１）又は（４）各号に定める場合が、受注者の

責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者

は、本条（１）の規定による工事の中止もしくは本契約

の解除又は本条（４）の規定による本契約の解除をする

ことができない。 

 第18条 解除に伴う措置 

（１）この工事の完成前に本契約が解除されたときは、工

事の出来形部分は発注者が引きうけるものとして、発

注者が受ける利益の割合に応じて、発注者は受注者に

対し、工事請負代金を支払うものとし、その他につい

ては発注者、受注者が協議して清算する。 

（２）この工事の完成後に本契約が解除されたときは、解

除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注

者が民法の規定に従って協議して決める。 

第18条紛争の解決 

本契約について、発注者受注者間に紛争が生じたときは、

本件リフォーム工事の所在地の裁判所を第一審管轄裁判所

とし、又は裁判外の紛争処理機関によって、その解決を図

るものとする。 

第19条 紛争の解決 

本契約について、発注者受注者間に紛争が生じたときは、本件

リフォーム工事の所在地の裁判所を第一審管轄裁判所とし、

又は裁判外の紛争処理機関によって、その解決を図るものと

する。 

第19条補則 

本契約に定めのない事項については、必要に応じて発注

者及び受注者が協議して定める。 

第20条 補則 

本契約に定めのない事項については、必要に応じて発注者及

び受注者が協議して定める。 

 


